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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 4 月 2 2 日 ( 2 0 2 2 . 4 . 2 2 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
カ メ ラ の 撮 影 動 作 に 関 し 、 自 動 顔 認 識 に 適 し た パ ラ メ タ 群 を 決 定 す る 撮 像 制 御 装 置 で あ っ  
て 、
前 記 カ メ ラ が 生 成 し た 撮 像 デ ー タ を 入 力 す る 入 力 部 と 、
前 記 撮 像 デ ー タ に 基 づ い て 、 前 記 パ ラ メ タ 群 の 複 数 の 候 補 の 中 か ら 前 記 カ メ ラ に 設 定 す る  
パ ラ メ タ 群 を 選 択 す る 制 御 部 と 、
を 備 え 、
前 記 制 御 部 は 、
前 記 パ ラ メ タ 群 の 前 記 複 数 の 候 補 の 各 々 に 設 定 さ れ た カ メ ラ が 生 成 し た 撮 像 デ ー タ を 前 記  
入 力 部 を 介 し て 取 得 し 、
前 記 候 補 毎 に 前 記 撮 像 デ ー タ か ら 人 の 顔 を そ れ ぞ れ 含 む 複 数 の 顔 画 像 を 抽 出 し 、
前 記 候 補 毎 に 前 記 複 数 の 顔 画 像 に 基 づ い て 、 自 動 顔 認 識 に 対 す る 適 合 度 に 対 応 す る 画 質 評  
価 値 を 算 出 し 、
前 記 画 質 評 価 値 に 基 づ い て 、 前 記 パ ラ メ タ 群 の 複 数 の 候 補 の 中 か ら い ず れ か 一 つ の パ ラ メ  
タ 群 を 選 択 す る 、
撮 像 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 制 御 部 は 、 前 記 候 補 毎 の 画 質 評 価 値 の 中 で 最 大 と な る 画 質 評 価 値 の パ ラ メ タ 群 を 選 択  
す る 、
請 求 項 １ に 記 載 の 撮 像 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 制 御 部 は 、 前 記 パ ラ メ タ 群 の 複 数 の 候 補 を 、 遺 伝 的 ア ル ゴ リ ズ ム を 使 用 し て 生 成 す る  
、
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請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ に 記 載 の 撮 像 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 制 御 部 は 、 前 記 複 数 の 顔 画 像 の そ れ ぞ れ の 特 徴 量 の Ｌ ２ ノ ル ム を 算 出 し 、 前 記 Ｌ ２ ノ  
ル ム に 基 づ い て 前 記 画 質 評 価 値 を 算 出 す る 、 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ の い ず れ か に 記 載 の 撮  
像 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 制 御 部 は 、 前 記 複 数 の 顔 画 像 の そ れ ぞ れ の Ｇ ａ ｂ ｏ ｒ 特 徴 量 を 算 出 し 、 前 記 Ｇ ａ ｂ ｏ  
ｒ 特 徴 量 に 基 づ い て 前 記 画 質 評 価 値 を 算 出 す る 、 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ の い ず れ か に 記 載  
の 撮 像 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 パ ラ メ タ 群 は 、 絞 り 値 、 ゲ イ ン 、 ホ ワ イ ト バ ラ ン ス 、 シ ャ ッ タ ー ス ピ ー ド 、 及 び 焦 点  
距 離 の う ち の 少 な く と も ２ つ を 含 む 、 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ５ の い ず れ か に 記 載 の 撮 像 制 御  
装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
演 算 部 に よ り 、 カ メ ラ の 撮 影 動 作 に 関 し 、 自 動 顔 認 識 に 適 し た パ ラ メ タ 群 を 決 定 す る 撮 像  
制 御 方 法 で あ っ て 、
前 記 パ ラ メ タ 群 の 複 数 の 候 補 の 各 々 に 設 定 さ れ た カ メ ラ が 生 成 し た 撮 像 デ ー タ を 入 力 部 を  
介 し て 取 得 し 、
前 記 候 補 毎 に 前 記 撮 像 デ ー タ か ら 人 の 顔 を そ れ ぞ れ 含 む 複 数 の 顔 画 像 を 抽 出 し 、
前 記 候 補 毎 に 前 記 複 数 の 顔 画 像 に 基 づ い て 、 自 動 顔 認 識 に 対 す る 適 合 度 に 対 応 す る 画 質 評  
価 値 を 算 出 し 、
前 記 画 質 評 価 値 に 基 づ い て 、 前 記 パ ラ メ タ 群 の 複 数 の 候 補 の 中 か ら 、 前 記 カ メ ラ に 設 定 す  
る パ ラ メ タ 群 を 選 択 す る 、
撮 像 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
コ ン ピ ュ ー タ に 請 求 項 ７ に 記 載 の 撮 像 制 御 方 法 を 実 行 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム 。
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